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〈指定管理者について〉 

・公益財団法人吹田市文化振興事業団 

昭和 60 年の文化会館の開設に伴い吹田市が設立した財団法人。平成 24 年 4 月から公益財団法人となる。 

地域社会における市民の多様な文化活動に対応するとともに、芸術文化施設である文化会館の機能をい

かした運営を行っている。指定管理の選定は非公募による。 

・指定管理期間は令和 4 年度～令和 8 年度 



 

  



 
 

 〈指定管理者について〉 

・吹田歴史文化まちづくり協会 

 吹田歴史文化まちづくりセンター（浜屋敷）の再生・活用の趣旨に賛同した市民が中心となって平成

15 年に設立した組織。吹田の歴史を将来に亘って伝承し、歴史・文化のまちづくりに寄与することを

目的とする。指定管理の選定は公募による。 

・指定管理期間は令和 3 年度～令和 7 年度 



 

 

〈指定管理者について〉 

・南山田地域文化推進協議会 

 地域住民の文化活動を推進し、地域文化・市民文化の向上を図ることを目的として、平成 16 年 3 月

に結成。指定管理の選定は公募による。 

・指定管理期間は、令和 4 年度～令和 6 年度 


